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●
は
じ
め
に

カ
ン
ボ
ジ
ア
は
二
○
○
六
年
一
○
月
二
三
日
、

同
国
の
民
主
化
へ
の
直
接
の
起
点
と
な
っ
た
「
カ

ン
ボ
ジ
ア
紛
争
の
包
括
的
な
政
治
解
決
に
関
す
る

協
定
」（
い
わ
ゆ
る
「
パ
リ
和
平
協
定
」）
の
締
結

か
ら
一
五
周
年
を
迎
え
た
。
国
連
に
よ
る
暫
定
統

治
を
経
て
一
九
九
三
年
に
現
体
制
が
成
立
し
た
と

き
、
国
際
社
会
の
多
く
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
も
民
主

化
が
定
着
す
る
で
あ
ろ
う
と
楽
観
的
な
見
通
し
を

示
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人

民
党
（
以
下
、「
人
民
党
」
と
記
す
）
の
軍
事
的

・
政
治
的
優
位
が
確
立
し
た
一
九
九
七
〜
九
八
年

以
降
、
フ
ン
・
セ
ン
政
権
の
権
威
主
義
的
支
配
が

強
化
さ
れ
、
一
九
九
○
年
代
前
半
に
見
ら
れ
た
民

主
化
へ
の
流
れ
は
大
き
く
後
退
し
た
。

と
は
い
え
、
軍
事
政
権
下
の
国
々
と
は
異
な
り
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
パ
リ
和
平
協
定
に
基
づ
く
憲
法

体
制
が
停
止
・
中
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の

下
で
定
期
的
選
挙
が
曲
が
り
な
り
に
も
実
施
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
一
九
九

三
年
以
降
、
年
間
三
〜
六
億
ド
ル
も
の
巨
額
の
開

発
援
助
を
国
際
社
会
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
パ
リ
和
平
協

定
に
基
づ
く
憲
法
秩
序
の
維
持
を
前
提
に
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
諸
制
度
・
実
施
体
制
の
改
革
を
求
め
る

援
助
供
与
国
・
機
関
の
意
向
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政

府
に
と
っ
て
無
視
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
○
○
三
年
国
民
議
会
（
＝
下

院
）
選
挙
で
の
人
民
党
の
圧
勝
後
、
こ
う
し
た
状

況
は
徐
々
に
変
化
し
始
め
た
。
人
民
党
は
二
○
○

三
年
選
挙
で
得
票
率
を
五
割
近
く
に
ま
で
伸
ば
し
、

国
民
議
会
（
一
二
三
議
席
）
の
約
六
割
（
七
三
議

席
）
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
単
独
内
閣

樹
立
に
必
要
な
総
議
席
数
の
三
分
の
二
（
八
二
議

席
）
に
は
届
か
ず
、
選
挙
か
ら
約
一
年
後
の
二
○

○
四
年
七
月
、
人
民
党
は
再
び
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク

党
と
連
立
内
閣
を
樹
立
し
た
。
以
後
、
フ
ン
・
セ

ン
政
権
は
国
際
社
会
の
懸
念
を
よ
そ
に
、
政
権
基

盤
の
さ
ら
な
る
強
化
に
乗
り
出
し
た
。
二
○
○
四

年
八
月
に
野
党
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
を
国
民
議
会

の
委
員
会
審
議
か
ら
排
除
し
、
二
○
○
五
年
二
月

に
は
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
首
ら
野
党
議
員
三
人
の

議
員
特
権
を
剥
奪
し
た
。
さ
ら
に
、
ベ
ト
ナ
ム
国

境
問
題
に
絡
め
て
言
論
・
集
会
の
自
由
を
制
限
し
、

二
○
○
五
年
後
半
に
は
政
府
に
批
判
的
な
人
権
Ｎ

Ｇ
Ｏ
や
教
員
組
合
の
指
導
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

な
ど
を
相
次
い
で
逮
捕
し
た
。

そ
し
て
二
○
○
六
年
三
月
、
フ
ン
・
セ
ン
政
権

は
憲
法
を
改
正
し
、
つ
い
に
人
民
党
単
独
内
閣
樹

立
へ
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
国
民
議
会
は
三

月
二
日
、
内
閣
承
認
に
必
要
な
議
員
数
を
議
員
総

数
の
三
分
の
二
か
ら
過
半
数
に
削
減
す
る
憲
法
改

正
案
を
可
決
し
た
。
以
後
、
一
九
九
三
年
か
ら
続

い
た
人
民
党
と
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
に
よ
る
権
力

分
有
体
制
は
事
実
上
の
終
焉
を
迎
え
、
前
者
へ
の

権
力
集
中
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
規
模
で
進
ん
で
い

る
。

●
憲
法
改
正

今
回
の
憲
法
改
正
案
を
提
起
し
た
の
は
人
民
党

で
は
な
く
、
野
党
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
の
サ
ム
・

ラ
ン
シ
ー
党
首
で
あ
っ
た
。
フ
ン
・
セ
ン
首
相
と

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
ノ
ロ
ド
ム
・
ラ
ナ
リ
ッ
ト

党
首
に
対
す
る
名
誉
毀
損
で
実
刑
判
決
を
受
け
た

サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
は
、
二
○
○
六
年
二
月
一
○
日
、

国
王
の
恩
赦
を
受
け
て
約
一
年
ぶ
り
に
亡
命
先
か

ら
帰
国
し
た
。
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
は
憲
法
改
正
案

の
提
案
理
由
を
、
一
九
九
八
年
と
二
○
○
三
年
選

挙
後
の
よ
う
な
長
期
間
に
お
よ
ぶ
新
政
府
の
不
在

に
よ
る
政
治
的
混
乱
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と
説

明
し
た
が
、
そ
の
真
意
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
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人
民
党
は
直
ち
に
憲
法
改
正
案
に
歓
迎
の
意
を

示
し
、
二
○
○
八
年
選
挙
で
同
党
が
勝
利
し
た
場

合
、
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
と
の
連
立
内
閣
樹
立
の

可
能
性
を
示
唆
す
る
な
ど
、
両
党
は
急
速
に
接
近

し
始
め
た
。
他
方
、
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
は
人
民

党
の
連
立
内
閣
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
憲
法
改
正
論
議
に
関
し
て
は
蚊
帳
の
外

に
置
か
れ
る
形
と
な
っ
た
。
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党

は
同
党
へ
の
配
慮
を
欠
く
人
民
党
の
姿
勢
に
不
快

感
を
示
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
憲
法
改
正
を

容
認
し
た
。

こ
う
し
て
、
国
民
議
会
は
三
月
二
日
、
内
閣
承

認
に
必
要
な
議
員
数
を
議
員
総
数
の
三
分
の
二
か

ら
過
半
数
に
削
減
す
る
憲
法
第
九
○
条
第
八
項
の

改
正
案
を
、
九
七
票
中
九
六
票
の
賛
成
で
可
決
し

た
。
現
行
の
一
九
九
三
年
憲
法
の
改
正
は
、
こ
れ

で
四
度
目
と
な
る
。
過
去
三
度
の
憲
法
改
正
の
う

ち
二
度
は
、
選
挙
後
の
政
党
間
対
立
に
起
因
す
る

政
治
的
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
に
取
ら
れ

た
措
置
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
次
改
正
（
一

九
九
九
年
三
月
）
に
よ
る
上
院
の
設
置
と
、
第
三

次
改
正
（
二
○
○
四
年
七
月
）
に
よ
る
「
一
括
投

票
」（
国
民
議
会
指
導
部
と
内
閣
を
一
回
の
投
票

で
同
時
に
承
認
す
る
）
の
導
入
は
、
選
挙
で
第
一

党
と
な
っ
た
が
三
分
の
二
以
上
の
議
席
を
獲
得
で

き
な
か
っ
た
人
民
党
と
、
よ
り
有
利
な
条
件
で
連

立
内
閣
へ
加
わ
ろ
う
と
す
る
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党

に
よ
る
政
治
的
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
。
政
治
的

安
定
の
実
現
と
そ
の
維
持
に
は
、
憲
法
を
改
正
し

て
で
も
両
党
間
の
対
立
を
回
避
す
る
こ
と
が
不
可

欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
九
九
○
年
代
後
半
以
降
、
人
民
党
の

軍
事
的
・
政
治
的
優
位
が
確
立
す
る
一
方
で
、
フ

ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
弱
体
化
が
進
ん
だ
。
ま
た
、

国
王
の
恩
赦
を
受
け
て
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
が
帰
国

し
た
後
、
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
は
人
民
党
と
の
全

面
対
決
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
民
党
と
の
協
調
や
建

設
的
批
判
に
よ
っ
て
、
一
定
の
権
力
基
盤
を
確
保

し
よ
う
と
す
る
現
実
路
線
を
採
り
つ
つ
あ
る
。
こ

う
し
た
政
治
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
人
民
党
は

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
意
向
に
左
右
さ
れ
ず
、
政

治
的
安
定
を
維
持
し
た
ま
ま
、
自
ら
に
有
利
な
憲

法
改
正
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

●
ク
ォ
ー
タ
制
の
廃
止

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
現
体
制
が
成
立
し
た
一
九
九

三
年
以
来
、
主
要
国
家
機
構
の
ポ
ス
ト
を
一
定
の

割
合
で
人
民
党
と
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
に
割
り
当

て
る
権
力
分
有
体
制
が
採
ら
れ
、
政
治
任
用
に
よ

る
人
事
が
行
わ
れ
て
き
た
。
二
○
○
四
年
六
月
に

両
党
が
調
印
し
た
現
行
の
連
立
協
定
に
よ
れ
ば
、

閣
僚
ポ
ス
ト
お
よ
び
州
知
事
・
市
長
ポ
ス
ト
の
配

分
割
合
は
人
民
党
が
六
割
、
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党

が
四
割
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
憲
法
改
正
後
、
フ
ン
・
セ
ン
は
引
き
続

き
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
と
の
連
立
内
閣
を
維
持
す

る
意
向
を
表
明
し
た
。
し
か
し
他
方
で
、
両
党
に

よ
る
権
力
分
有
措
置
と
し
て
の
ク
ォ
ー
タ
制
の
廃

止
を
宣
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。
援
助
国
・
機
関
は
、

ク
ォ
ー
タ
制
の
廃
止
は
行
政
改
革
の
一
環
で
あ
る

と
す
る
フ
ン
・
セ
ン
の
主
張
を
容
認
、
あ
る
い
は

黙
認
し
た
。

上
述
の
憲
法
改
正
案
が
国
民
議
会
で
可
決
さ
れ

た
と
き
、
同
じ
く
首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
は
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
政
府
と
援
助
供
与
国
・
機
関
が
一
堂
に
会

す
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
支
援
国
会
合
（
一
八
カ
国
・
五

機
関
が
参
加
）
が
開
か
れ
て
い
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア

政
府
の
諸
改
革
推
進
の
意
志
を
強
調
し
た
フ
ン
・

セ
ン
は
、
同
会
合
へ
の
出
席
後
、
諸
改
革
の
一
環

と
し
て
行
政
の
効
率
化
を
図
る
と
い
う
名
目
で
、

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
ノ
ロ
ド
ム
・
シ
リ
ウ
ッ
ド

副
首
相
兼
内
務
共
同
相
と
ニ
ュ
ク
・
ブ
ン
チ
ャ
イ

副
首
相
兼
国
防
共
同
相
を
、
そ
れ
ぞ
れ
内
務
共
同

相
と
国
防
共
同
相
か
ら
解
任
す
る
と
発
表
し
た
。

こ
こ
に
、
一
九
九
三
年
か
ら
続
い
て
き
た
人
民
党

と
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
に
よ
る
共
同
大
臣
制
は
廃

止
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
が
以
後
数
カ
月
に
わ
た

っ
て
続
く
、
主
要
国
家
機
構
の
要
職
か
ら
の
フ
ン

シ
ン
ペ
ッ
ク
党
排
除
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ナ
リ
ッ
ト
は
三
月
三
日
、

「
党
の
再
建
に
専
念
す
る
た
め
」
と
し
て
国
民
議

会
議
長
を
辞
職
し
た
。
ラ
ナ
リ
ッ
ト
は
党
幹
事
長

に
異
母
弟
の
ノ
ロ
ド
ム
・
チ
ャ
ク
ラ
ポ
ン
を
任
命

す
る
な
ど
、
直
ち
に
新
指
導
部
人
事
に
着
手
し
た

が
、
三
月
中
旬
に
は
シ
リ
ウ
ッ
ド
を
党
首
代
行
に

任
命
し
て
フ
ラ
ン
ス
へ
出
国
し
た
。
フ
ン
シ
ン
ペ

ッ
ク
党
内
で
は
以
後
、
党
内
の
主
導
権
争
い
（
チ

ャ
ク
ラ
ポ
ン
の
辞
任
と
ニ
ュ
ク
・
ブ
ン
チ
ャ
イ
の

党
幹
事
長
就
任
）
や
、
人
民
党
と
の
協
力
関
係
の

あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
内
部
対
立
が
表
面
化
し
た
。

●
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
排
除

フ
ン
・
セ
ン
に
よ
る
ク
ォ
ー
タ
制
の
廃
止
宣
言



アジ研ワールド・トレンド No.136（2007．１）─3839─アジ研ワールド・トレンド No.136（2007．１）

か
ら
七
月
ま
で
の
四
カ
月
間
に
、

内
閣
や
国
民
議
会
、
国
家
選
挙
委

員
会
、
地
方
行
政
機
構
な
ど
の
主

要
国
家
機
構
に
お
い
て
、
約
七
○

件
に
も
お
よ
ぶ
大
規
模
な
人
事
異

動
が
行
わ
れ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
政

府
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
無
能
な

閣
僚
や
役
人
を
解
任
し
て
行
政
の

効
率
化
を
図
る
た
め
」
で
あ
る
と

い
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
フ
ン

シ
ン
ペ
ッ
ク
党
員
だ
け
が
解
任
さ

れ
る
と
い
う
、
極
め
て
党
派
性
の

強
い
人
事
で
あ
っ
た
。
以
下
、
①

内
閣
、
②
国
民
議
会
、
③
国
家
選

挙
委
員
会
、
④
地
方
行
政
機
構
に

お
け
る
今
回
の
人
事
と
そ
の
特
徴

を
概
観
す
る
。

ま
ず
、
内
閣
で
は
前
述
の
通
り
、

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
内
務
共
同

相
と
国
防
共
同
相
が
解
任
さ
れ
、

人
民
党
が
単
独
で
内
務
相
と
国
防

相
の
ポ
ス
ト
を
獲
得
し
た
。
さ
ら

に
、
シ
リ
ウ
ッ
ド
は
内
務
共
同
相

の
み
な
ら
ず
兼
任
の
副
首
相
も
解

任
さ
れ
た
ほ
か
、
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
労
働
・

職
業
訓
練
相
が
更
迭
さ
れ
、
後
任
に
は
人
民
党
幹

部
が
任
命
さ
れ
た
。

人
民
党
と
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
は
一
九
九
三
年

以
来
、
大
臣
ポ
ス
ト
を
ほ
ぼ
半
数
ず
つ
分
け
合
っ

て
き
た
が
、
二
○
○
三
年
選
挙
で
の
人
民
党
の
圧

勝
を
経
て
、
同
党
は
大
臣
ポ
ス
ト
の
六
割
近
く
を

獲
得
し
た
。
さ
ら
に
今
回
の
憲
法
改
正
後
に
は
、

約
六
五
％
に
ま
で
増
加
し
た
。
よ
り
重
要
な
こ
と

は
、
内
務
省
と
国
防
省
に
お
け
る
共
同
大
臣
制
が

廃
止
さ
れ
た
た
め
、
主
要
省
庁
の
大
臣
ポ
ス
ト
は

名
実
と
も
に
す
べ
て
人
民
党
が
独
占
す
る
に
至
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

次
に
国
民
議
会
で
は
、
辞
職
し
た
ラ
ナ
リ
ッ
ト

議
長
の
後
任
に
、
第
一
副
議
長
の
ヘ
ン
・
サ
ム
リ

ン
人
民
党
名
誉
党
首
が
昇
格
し
た
。
こ
れ
に
と
も

な
い
、
国
民
議
会
事
務
局
長
職
に
は
フ
ン
シ
ン
ペ

ッ
ク
党
員
に
代
わ
っ
て
人
民
党
員
が
任
命
さ
れ
た
。

ま
た
、
議
会
内
の
九
つ
の
委
員
会
の
委
員
長
ポ
ス

ト
の
割
当
て
は
、
人
民
党
が
五
つ
、
フ
ン
シ
ン
ペ

ッ
ク
党
が
四
つ
か
ら
、
人
民
党
が
五
つ
、
フ
ン
シ

ン
ペ
ッ
ク
党
と
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
が
二
つ
ず
つ

と
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
人
民
党
は
フ
ン
シ
ン
ペ

ッ
ク
党
に
配
慮
せ
ず
、
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
を
支

持
し
た
の
で
あ
る
。

表
１
は
、
一
九
九
三
年
以
降
の
国
民
議
会
指
導

部
ポ
ス
ト
の
配
分
状
況
の
変
遷
を
示
し
て
い
る
。

一
九
九
三
年
以
降
、
議
長
ポ
ス
ト
と
第
一
副
議
長

ポ
ス
ト
は
人
民
党
と
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
が
分
け

合
っ
て
き
た
。
し
か
し
今
回
の
ク
ォ
ー
タ
制
廃
止

に
よ
り
、
ラ
ナ
リ
ッ
ト
議
長
の
後
任
が
フ
ン
シ
ン

ペ
ッ
ク
党
で
は
な
く
人
民
党
か
ら
選
出
さ
れ
た
ほ

か
、
第
一
副
議
長
ポ
ス
ト
も
人
民
党
が
獲
得
し
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
は
憲
法
改
正
案

と
と
も
に
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
提
案
を
フ
ン
・

セ
ン
に
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
国
家
選
挙
委
員

会
の
拡
大
改
編
で
あ
る
。
国
民
議
会
は
五
月
二
六

日
、
フ
ン
・
セ
ン
と
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
の
合
意
に

基
づ
き
、
国
家
選
挙
委
員
会
を
現
行
の
五
人
か
ら

九
人
に
拡
大
改
編
す
る
「
国
民
議
会
議
員
選
挙
に

関
す
る
法
律
」
の
改
正
案
を
可
決
し
た
。
内
務
省

が
人
選
し
た
候
補
者
の
中
か
ら
内
閣
が
推
薦
し
、

議
会
に
よ
る
承
認
を
経
て
、
七
月
一
○
日
に
は
人

民
党
の
ウ
ム
・
ス
オ
ス
ダ
イ
委
員
長
（
留
任
）
以

下
九
人
か
ら
な
る
国
家
選
挙
委
員
会
が
発
足
し
た
。

党
派
別
構
成
は
人
民
党
員
が
五
人
、
フ
ン
シ
ン
ペ

ッ
ク
党
員
と
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
員
が
二
人
ず
つ

と
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
構
成
は
人
民
党
三
人
、

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
二
人
で
あ
り
、
今
回
の
拡
大

改
編
に
よ
っ
て
国
家
選
挙
委
員
会
内
に
お
け
る
フ

ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
影
響
力
は
相
対
的
に
低
下
し

た
。こ

う
し
た
主
要
国
家
機
構
か
ら
の
フ
ン
シ
ン
ペ

ッ
ク
党
の
排
除
は
、
地
方
レ
ベ
ル
で
は
さ
ら
に
顕

著
と
な
っ
た
。
フ
ン
・
セ
ン
首
相
は
、
フ
ン
シ
ン

ペ
ッ
ク
党
が
州
知
事
・
市
長
ポ
ス
ト
を
握
っ
て
い

た
六
州
・
一
特
別
市
（
カ
ン
ダ
ー
ル
州
、
シ
ア
ム

リ
ア
プ
州
、
ボ
ン
テ
ィ
ア
イ
ミ
ア
ン
チ
ェ
イ
州
、

ウ
ッ
ド
ー
ミ
ア
ン
チ
ェ
イ
州
、
モ
ン
ド
ル
キ
リ
ー

州
、
ス
ト
ゥ
ン
ト
ラ
エ
ン
州
、
カ
エ
ッ
プ
特
別

市
）
の
州
知
事
・
市
長
を
更
迭
し
、
後
任
に
い
ず

れ
も
人
民
党
員
を
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
、

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
員
が
州
知
事
・
市
長
を
務
め

る
の
は
、
二
○
州
・
四
特
別
市
の
う
ち
わ
ず
か
三

州
・
一
特
別
市
の
み
と
な
っ
た
。

表
２
は
、
一
九
九
三
年
以
降
の
州
知
事
・
市
長

ポ
ス
ト
の
配
分
状
況
の
変
遷
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
で
も
大
臣
ポ
ス
ト
配
分
の
変
遷
と
同
様
の
傾
向

第 1期国民議会
1993 ～ 1998 年

第 2期国民議会
1998 ～ 2003 年

第 3期国民議会
2003 ～ 2006 年

第 3期国民議会
2006 年 3月～

議長 人民党 フンシンペック党 フンシンペック党 人民党
第 1副議長 フンシンペック党 人民党 人民党 人民党
第 2副議長 仏教自由民主党 人民党 人民党 フンシンペック党
議会内 9委員会

委員長
人民党：4

フンシンペック党：4
仏教自由民主党：1

人民党：4
フンシンペック党：4
サム・ランシー党：1

人民党：5
フンシンペック党：4

人民党：5
フンシンペック党：2
サム・ランシー党：2

表 1　国民議会指導部ポストの配分状況（1993 ～ 2006 年）

（出所）国民議会資料をもとに筆者作成。

1993 年 12 月 1999 年 3 月 2004 年 9月 2006 年 6月
人民党 11（52.4%） 12（50.0%） 14（58.3%） 20（83.3%）

フンシンペック党 10（47.6%） 12（50.0%） 10（41.7%）  4（16.7%）
合計 21（100%） 24（100%） 24（100%） 24（100%）

表 2　州知事・市長ポストの配分状況（1993 ～ 2006 年）

（出所）内務省資料および『官報』（カンボジア王国大臣会議官房刊行）をもとに筆者作成。
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が
看
取
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
二
○
○
三

年
選
挙
で
の
人
民
党
の
圧
勝
を
経
て
、
人

民
党
が
州
知
事
・
市
長
ポ
ス
ト
の
約
六
割

を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ

ら
に
二
○
○
五
年
八
月
時
点
で
は
、
人
民

党
は
全
国
二
四
州
・
特
別
市
の
う
ち
、
首

都
プ
ノ
ン
ペ
ン
、
お
よ
び
ア
ン
コ
ー
ル
遺

跡
群
を
有
す
る
シ
ア
ム
リ
ア
プ
州
を
含
む

二
○
州
・
特
別
市
、
す
な
わ
ち
八
割
以
上

の
州
知
事
・
市
長
ポ
ス
ト
を
押
さ
え
て
い

る
。さ

ら
に
フ
ン
・
セ
ン
は
、
約
五
○
人
も

の
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
副
州
知
事
・
副

市
長
を
解
任
し
、
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
を
廃

止
し
た
。
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
は
、
人
民
党
の

市
長
と
一
○
人
の
副
市
長
（
人
民
党
四
人
、

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
六
人
）
の
う
ち
、
第

一
副
市
長
を
含
む
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の

副
市
長
四
人
が
解
任
さ
れ
た
。

●
人
民
党
一
党
支
配
体
制
へ

以
上
の
よ
う
に
、
憲
法
改
正
後
に
ク
ォ

ー
タ
制
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
、
一
九
九

三
年
か
ら
続
い
て
き
た
人
民
党
と
フ
ン
シ

ン
ペ
ッ
ク
党
の
権
力
分
有
体
制
は
事
実
上

の
終
焉
を
迎
え
た
。
す
な
わ
ち
、
今
回
の

憲
法
改
正
後
の
人
事
に
よ
っ
て
、
主
要
国

家
機
構
へ
の
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
の
ア
ク

セ
ス
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
人
民
党
へ
の

権
力
集
中
が
さ
ら
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

表
３
が
示
す
通
り
、
名
実
と
も
に
人
民
党

が
主
要
国
家
機
構
の
長
を
独
占
す
る
に
至
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
要
職
の
大

半
が
、
人
民
党
最
高
指
導
部
で
あ
る
党
中
央
委
員

会
常
任
委
員
会
（
現
在
二
八
人
）
を
構
成
す
る
党

幹
部
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
な

か
で
も
、
執
行
府
と
立
法
府
の
長
は
、
チ
ア
・
シ

ム
、
フ
ン
・
セ
ン
、
ヘ
ン
・
サ
ム
リ
ン
と
い
っ
た

人
民
党
の
ト
ッ
プ
３
が
押
さ
え
て
い
る
。
ま
た
、

国
防
省
と
内
務
省
で
共
同
大
臣
制
が
廃
止
さ
れ
て

人
民
党
が
単
独
で
大
臣
ポ
ス
ト
を
獲
得
し
た
こ
と

は
既
に
述
べ
た
が
、
王
国
軍
と
国
家
警
察
の
ト
ッ

プ
も
党
中
央
委
員
会
常
任
委
員
が
占
め
て
お
り
、

軍
と
警
察
は
完
全
に
人
民
党
の
統
制
下
に
あ
る
。

さ
ら
に
、
司
法
府
お
よ
び
国
立
銀
行
の
長
も
ま
た
、

党
中
央
委
員
会
常
任
委
員
が
務
め
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
党
中
央
委
員
会
常
任

委
員
会
を
構
成
す
る
指
導
者
同
士
が
近
年
、
そ
れ

ぞ
れ
の
子
ど
も
を
結
婚
さ
せ
る
こ
と
で
姻
戚
関
係

を
結
び
、
自
ら
の
権
力
基
盤
の
堅
固
化
を
図
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ン
・
セ
ン
は
ホ

ッ
ク
・
ロ
ン
デ
ィ
ー
国
家
警
察
長
官
と
ソ
ッ
ク
・

ア
ー
ン
大
臣
会
議
（
＝
内
閣
）
官
房
担
当
大
臣
と

姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
ま
た
、
ソ
ー
・
ケ
ー

ン
副
首
相
兼
内
務
相
は
、
チ
ア
・
シ
ム
上
院
議
長

と
カ
エ
・
ク
ム
ヤ
ー
ン
王
国
軍
総
司
令
官
と
姻
戚

関
係
に
あ
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
政
治
権
力
は
、
フ

ン
・
セ
ン
ら
姻
戚
関
係
で
結
ば
れ
た
一
握
り
の
人

民
党
指
導
部
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

●
お
わ
り
に

一
九
九
一
年
一
○
月
に
締
結
さ
れ
た
パ
リ
和
平

協
定
は
、
人
民
党
に
よ
る
一
党
独
裁
体
制
に
終
止

符
を
打
ち
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
一
定
の
政
治
的
多
元

化
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
み
て
き
た

よ
う
に
、
同
協
定
の
締
結
か
ら
一
五
年
を
迎
え
た

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
憲
法
改
正
と
そ
れ
に
続
く
ク

ォ
ー
タ
制
の
廃
止
に
と
も
な
い
、
再
び
人
民
党
へ

の
権
力
の
集
中
が
進
ん
で
い
る
。

内
閣
承
認
に
関
す
る
憲
法
の
「
三
分
の
二
条

項
」、
お
よ
び
ク
ォ
ー
タ
制
に
よ
る
権
力
分
有
体

制
は
、「
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
平
和
の
回
復
・
維
持
と

国
内
の
和
解
の
促
進
」
と
い
う
パ
リ
和
平
協
定
の

理
念
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
一
九
九
三
年

以
降
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
治
の
あ
り
方
を
規
定
し
て

き
た
枠
組
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回
、
憲
法
改

正
と
ク
ォ
ー
タ
制
の
廃
止
に
よ
っ
て
こ
の
枠
組
み

が
取
り
払
わ
れ
た
こ
と
で
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
治
は

新
た
な
局
面
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。

今
後
、
ま
ず
は
次
期
二
○
○
八
年
国
民
議
会
選

挙
後
に
、
人
民
党
単
独
内
閣
が
成
立
す
る
か
否
か

が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
よ
り
興
味
深
い
の
は
、

人
民
党
に
よ
る
事
実
上
の
一
党
支
配
体
制
下
に
お

い
て
、
い
か
な
る
枠
組
み
が
今
後
、
パ
リ
和
平
協

定
に
代
わ
っ
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
治
を
規
定
す
る
こ

と
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
枠
組
み
が
い
か
に

し
て
構
築
さ
れ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
や 

ま
だ　

ひ
ろ
し
／
上
智
大
学
大
学
院
外
国

語
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

役職 氏名 所属政党・役職

首相 フン・セン 人民党・中央委員会常任委員会副委員長（副党首）

上院議長 チア・シム 人民党・中央委員会常任委員会委員長（党首）

国民議会議長 ヘン・サムリン 人民党・中央委員会常任委員会名誉委員長（名誉党首）

最高裁判所長官 ディット・モンティー 人民党・中央委員会常任委員

王国軍総司令官 カエ・クムヤーン 人民党・中央委員会常任委員

国家警察長官 ホック・ロンディー 人民党・中央委員会常任委員

国立銀行総裁 チア・チャントー 人民党・中央委員会常任委員

憲法評議会議長 ブン・チュン 人民党・中央委員

国家選挙委員会委員長 ウム・スオスダイ 人民党

表 3　主要国家機構の長（2006 年 8月現在）

（出所）人民党資料をもとに筆者作成。


